
（一財）山口県自動車振興センター 

地方版図柄入りナンバープレート交付開始 

事業用登録車（寄付有） 

自家用軽自動車（寄付有） 

新登場 ! 



同一番号での交換もできます 

（一財）山口県自動車振興センター 

軽自動車（寄付有） 

事業用登録車（寄付有） 

登録車下関ナンバー（寄付有） 

登録車山口ナンバー（寄付有） 

地方版図柄入りナンバープレート例（山口県） 

     登録車（寄付無） 

   軽自動車（寄付無） 

◆登録車と軽自家用車が対象です。（二輪と軽自動車の事業用・貸渡・駐留軍は対象外） 

◆車両区分の明確化から事業用は緑色の縁取り、軽自動車は黄色の縁取りが施されます。 

◆１,０００円以上の寄付をするとフルカラーのプレートを選択できます。（寄付無しは白黒図柄） 

   【寄付金は、（公財）日本デザインナンバー財団（ＪＤＮ）が管理し、導入地域の交通改善や観光 

   振興などの支援に充てられます。詳しくは財団ＨＰ http://www.d-number.or.jp 】 

◆お申し込みは、ご自分が窓口やＷＥＢから手続きされるか、行政書士やお近くのディー ラー・整 

  備工場にご相談下さい。 

◆オーダーメードとなるため、製作には申込み完了（お支払い）後１０営業日を要します。 

 （※プレートの保管期間は、交付可能日から１ヵ月間です。） 

◆番号を変更する場合や名義・住所等の変更を伴う場合は、別途自動車の登録申請又は届出手 

  続きが必要となりますので、運輸支局や軽自動車検査協会へご相談ください。 

◆管轄以外の図柄や車両前後で異なった図柄の申込みは出来ません。 

◆図柄入りナンバーの申込み等の詳細は、窓口のチラシや以下のサイトでご確認いただけます。 

◆使用終了後のナンバープレートは、記念所蔵することが出来ます。ご用命は以下の希望番号予 

   約センターにご相談ください。（有償にて不正使用防止の処理を承ります。） 

【希望番号予約センター】   

 〇 登  録  車：（一財）山口県自動車振興センター   http://www.yjss.jp/ 

     〒753-0821 山口市葵１丁目５－５８     TEL（083）922-7633    FAX（083）932-1009        

  〇 軽自動車：山口県軽自動車標板センター         http://yamakeihyo.sakura.ne.jp/ 

    〒753-0821 山口市葵１丁目５－５８    TEL（083）922-0419    FAX（083）922-0414 

【地方版図柄入りナンバープレートの交付・頒布手数料】 （２０１８年９月現在） 
  〇 登  録  車（中板） ： １枚  ４，２４０円、 ２枚一組   ８，４８０円 

            〃    （大板）  ： １枚   ７，０００円、 ２枚一組  １４，０００円   

   〇 軽自動車（中板）  ： １枚   ４，５７０円、 ２枚一組   ９，１４０円 

   ※フルカラーの図柄は、別途１,０００円以上の寄付金が必要となります。 

■ＷＥＢからのお申込み・詳細はこちら  

  「図柄ナンバー申込サービス」   http://www.graphic-number.jp 


